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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　提示可能な情報ユニットに対するリファレンスを履歴リストとして記録する履歴手段を
有する情報ユニットを提示する装置であって、
　前記履歴手段は、
　　前記履歴リストにおける現在位置を変更する、ユーザ操作が可能なナビゲーション手
段と、
　　該現在位置におけるリファレンスによって指定される情報ユニットを提示する提示手
段とを有し、
　所望の情報ユニットに対するリファレンス群をユーザ操作が可能なように編集し、ユー
ザによる前記ナビゲーション手段の操作に応答して、編集されたリファレンス群のリファ
レンスで指定される情報ユニットを提示するために前記リファレンス群のリファレンスを
前記履歴リストに記録する編集手段を更に有し、
前記ナビゲーション手段は、前記履歴リストにおける現在位置を該現在位置のリファレン
スから、該現在位置よりも最近記録されたリファレンスへ変更する前進手段を有し、
　前記提示手段は、ユーザによる前記前進手段の反復的操作に応答して、前記編集された
リファレンス群のリファレンスで指定される情報ユニットそれぞれを提示し、
前記編集手段は、ユーザによって供給された順序を前記編集されたリファレンス群に適用
し、前記順序に従って該編集されたリファレンス群のリファレンスを前記履歴リストに記
録する、
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ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置であって、
前記編集されたリファレンス群に対するブックマークを記録し、ユーザによる該ブックマ
ークの選択に応答して、前記リファレンス群のリファレンスを前記履歴リストに記録する
ブックマーク手段を更に有する、ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置であって、
前記編集手段は、前記ナビゲーション手段の作動から独立して、前記編集されたリファレ
ンス群によって参照される情報ユニットの遠隔サーバからの取り出しを開始する、ことを
特徴とする装置。
【請求項４】
　インターネット接続端末であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項記載の
装置。
【請求項５】
　情報ユニットを提示する装置によって情報ユニットを提示する方法であり、提示された
情報ユニットに対するリファレンスを履歴リストとして履歴手段に記録する工程と、
　前記履歴リストにおける現在位置をユーザ操作が可能なようにナビゲーション手段で変
更し、該変更された位置で参照される情報ユニットを提示手段によって提示する工程と、
を有し、
　所望の情報ユニットに対するリファレンス群をユーザ操作が可能なように編集手段で編
集する工程と、
　ユーザによる前記履歴リストにおける現在位置の変更に応答して、前記リファレンス群
のリファレンスを前記編集手段によって編集して該履歴リストに記録し、該編集されたリ
ファレンス群によって参照される情報ユニットを前記提示手段によって提示する工程と、
を更に有することを特徴とする、情報ユニットを提示する方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法であって、更に、
　ユーザが操作して前記現在位置を前進手段によって該現在位置におけるリファレンスよ
りも最近記録されたリファレンスへ変更する前進工程と、
　ユーザによる前記前進工程の反復的実行に応答して、前記編集されたリファレンス群に
よって参照される情報ユニットを前記提示手段によって提示する工程と、を更に有するこ
とを特徴とする、情報ユニットを提示する方法。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の方法であって、
　ユーザによって供給された順序付けを前記編集手段によって前記編集されたリファレン
ス群に適用する工程と、
　前記順序付けに従って前記リファレンスを前記編集手段によって前記履歴リストに記録
する工程と、
を更に有することを特徴とする、情報ユニットを提示する方法。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれか一項記載の方法であって、更に、
前記情報ユニットを提示する装置が、前記編集されたリファレンス群に対するブックマー
クをブックマーク手段によって記録する工程と、
　ユーザによる前記ブックマークの選択に応答して、前記編集されたリファレンス群のリ
ファレンスをブックマーク手段によって前記履歴リストに記録する工程と、を更に有する
ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項５乃至８のいずれか一項記載の方法であって、
前記情報ユニットを提示する装置は、前記情報ユニットを遠隔サーバから取り出し、前記
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ナビゲーション手段の作動から独立して、前記編集されたリファレンス群によって参照さ
れる情報ユニットを前記編集手段によって取り出す工程を更に有する、ことを特徴とする
方法。
【請求項１０】
　コンピュータによって実行されたときに、該コンピュータに、請求項５乃至９のいずれ
か一項記載の方法を実行させるコンピュータ読み取り可能プログラムを格納する記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の属する技術分野）
本発明は、情報ユニットを提示する装置に関する。該装置は、提示可能な情報ユニットに
対するリファレンスを履歴リストに記録する履歴手段を有する。該履歴手段は、該履歴リ
ストにおける現在位置を変えるユーザ操作可能ナビゲーション手段と、該現在位置におけ
るリファレンスによって参照される情報ユニットを提示する提示手段とを有する。
【０００２】
本発明は、更に、情報ユニットを提示する方法、及び、前記方法の工程を実行するコンピ
ュータ・プログラム製品に関する。
【０００３】
（背景）
開始段落に定義されたような装置のよく知られた例は、インターネットに接続可能なパソ
コン若しくはセットトップ・ボックスである。このような装置は、ユーザがウェブ・ペー
ジへのリファレンス、すなわち情報ユニット、を入力し、それによってリファレンスされ
たウェブ・ページが取り出され、ディスプレイ・スクリーン上に表示されるようにするこ
とを可能にする。ウェブ・ページの提示は、該ウェブ・ページの位置を示す固有のリファ
レンス、すなわちウェブ・アドレス、を文字で入力することによってリクエストされても
よく、現在表示されているページのコンテントに含まれる「リンク」を押すことによって
リクエストされてもよい。このような装置は、一般的に、ユーザに従前に提示されたペー
ジの閲覧を可能ならしめる履歴手段を有する。ユーザは、履歴リストの現在位置をナビゲ
ートすることによって、特に、戻る及び進むボタンを操作することによって、若しくは、
表示された履歴リストから直接選択することによって、上記のような従前に提示されたペ
ージを選択することができる。このような選択に対する反応として、関連するページが再
び取り出されるか、或いは、ローカルのキャッシュ・メモリに記録されている場合、その
キャッシュ・メモリから取り出され、ユーザに提示される。
【０００４】
既知の装置の欠点は、選択されたページを取り出し、閲覧するには非常に時間が掛かり得
ると共に、そのコンテントはユーザに完全な注目を要求し得るため、ユーザは元々選択し
ようとしていたのがどのページであったかを容易に忘れ得るということである。更に、選
択されたページのコンテントは、ユーザを彼の元々の意図から更に離す新しいナビゲーシ
ョンを、該選択されたページに含まれるリンクを押すことによって開始することにユーザ
を駆り立て得る。更に別の問題は、相互に関連のない複数のページの選択がわずらわしい
ことである。これは、前記アドレスに従って、ウェブ・アドレスをタイプすることと取り
出されたウェブ・ページを閲覧することを交互に含む。
【０００５】
（発明の目的及び開示）
　本発明の目的は、開始段落に定義された種類の改良された装置及び方法を提供すること
である。これを受けて、本発明に係る装置は、所望の情報ユニットに対するリファレンス
群をユーザ操作が可能なように編集し、ユーザによる前記ナビゲーション手段の操作に対
する反応として、編集された群によって参照された情報ユニットを提示するために前記群
のリファレンスを前記履歴リストに記録する編集手段を更に有することを特徴とする。こ
のようにして、ユーザは所望の情報ユニット群を前もって編集することができると共に、
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ユーザが既に慣れ親しんだ履歴ナビゲーション手段を操作することによってそれらの提示
をリクエストすることができる、ということが実現される。このようにして、ユーザは、
彼がリクエストすることを意図する情報ユニットについて一種の「セッション」を定義す
る。上記所望の情報ユニットは、それらが既に提示され、通常の方法で履歴リストに記録
されたように、処理される。すべてのリファレンスが一度に履歴リストに記録されるため
、ユーザには、いずれの情報ユニットが彼が提示をリクエストするつもりであったかを覚
えていることを負担させない。更に、上記所望の情報ユニットは、ユーザが既にセッショ
ン、特に従前に提示された情報ユニットの検査に関連付けた履歴ナビゲーション手段によ
って、自然且つ直感的な方法でアクセスされ得る。唯一の差異は、新たに加えられたリフ
ァレンスは、いまだに提示されていない、又は、それらが履歴リストに加えられたことを
示すために非常に短い時間のみ提示された情報ユニットに関するものである点である。ボ
タンなどの追加的なユーザ制御は要求されない。編集は、例えばカンマ若しくはキャリッ
ジ・リターンによって分離され、承認コマンドによって終了するアドレスを明確に入力す
ることによって実現され得る。別の方法として、ユーザは、複数のブックマーク若しくは
リンクを一度に選択し、承認コマンドによってそれらを同時に提示することをリクエスト
することが可能である。
【０００６】
　本発明に係る装置の好ましい実施形態は、前記ナビゲーション手段が、前記履歴リスト
における前記現在位置を該現在位置におけるリファレンスよりも最近記録されたリファレ
ンスへ変える前進手段を有し、前記提示手段が、ユーザによる前記前進手段の反復的操作
に対する反応として、前記編集された群によって参照される情報ユニットそれぞれを提示
するように適応される、ことを特徴とする。一般的に、履歴リストにおけるリファレンス
は、それらが該リストに含まれた時刻に従って並べられる。履歴リストは、特に戻る及び
進むボタンによってナビゲートされ得る。戻るボタンは、含まれたのがより最近でないリ
ファレンスによって参照される情報ユニットの提示をリクエストするのに用いられ、進む
ボタンは反対方向にナビゲートするのに用いられる。通常、履歴リストからの選択によっ
て生じたのではない提示の後、進むボタンは非稼動状態にされ、現在位置が現セッション
の瞬間的終点を指していることを示す。本実施形態において、所望情報ユニット群の編集
は、現在提示されている情報ユニットが現セッションの終点ではないが、進むボタンを反
復的に押すことによってアクセスされ得る、再提示されることが予定された追加的情報ユ
ニットが存在することを示すために、進むボタンを非稼動化させない。よって、セッショ
ンの過去の部分のみに関する従来の履歴メカニズムは、該セッションの未来の部分の概念
まで拡張され、よって一種のスケジュール・メカニズムへと進化する。これは、履歴メカ
ニズムの自然且つ直感的な拡張を構成する。上記編集された群によって参照される第一の
情報ユニットは直ちに表示され、該編集された群の他の情報ユニットに対するリファレン
スは履歴リストに記録され、ユーザによる進むボタンの操作によって稼動化されるのを待
機することが好ましい。このようにして、履歴リストにおける現在位置は、前記第一の情
報ユニットに対するリファレンスを指す。該現在位置は、上記編集された群の他のリファ
レンスによって継続される。
【０００７】
　本発明に係る装置の一実施形態は、前記編集手段が、ユーザによって供給された順序を
前記編集されたリファレンス群に適用させ、前記順序に従って前記リファレンスを前記履
歴リストに記録することを特徴とする。このようにして、ユーザが前進手段の反復操作に
対する反応としての提示の順序を所望の順序に指定できることが実現される。例えば、ユ
ーザは、素早い検査のみを要求する情報ユニットをます最初に提示し、次いで、より慎重
な検査を要求する若しくは更なるナビゲーションへと導く可能性の高い情報ユニットを提
示するようにリクエストするかもしれない。ユーザによって供給された順序は、ユーザが
編集された群の最後の所望情報ユニットが提示される前に追加的な情報ユニットの提示を
リクエストし得るという意味において、厳格である必要はない。例えば、ユーザは、編集
された群のウェブ・ページからリンクをたどってもよい。ユーザは、該処理が再帰的に実
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行される場合には、新しい所望情報ユニット群を編集し得る。いまだ表示されていない所
望情報ユニットに対するリファレンスは、履歴リストの未来の部分に更に「プッシュ」さ
れ、追加的ユニットに対するリファレンスが中間位置に挿入される。前進手段を反復的に
操作することによって、最後にはすべての所望情報ユニットが表示される。
【０００８】
本発明に係る装置の一実施形態は、前記編集されたリファレンス群に対するブックマーク
を記録し、ユーザによる該ブックマークの選択に対する反応として、前記群のリファレン
スを前記履歴リストに記録するブックマーク手段を更に有することを特徴とする。よって
、単一の情報ユニットを参照する従来のブックマークに加えて、本発明の本実施形態は、
情報ユニットに対する複数のリファレンスを含む複合ブックマークを導入する。ユーザは
、従来のブックマークと同様に選択され得る複合ブックマークに対して名前を割り当てる
ことができる。複合ブックマークが選択されると、本発明に従って、関連するリファレン
スが履歴リストに記録される。複合ブックマークは、群を構成、すなわち明確な順序若し
くは順序付けられたリファレンスのシーケンス無しで構成し得る。これは、複合ブックマ
ークのパラメータをユーザによって調整可能なものとし得る。
【０００９】
本発明に係る装置の一実施形態は、前記情報ユニットが、遠隔サーバから取り出され、前
記編集手段が、前記ナビゲーション手段の作動から独立して、前記編集された群によって
参照される情報ユニットの取り出しを開始するように適応される、ことを特徴とする。例
えば、ウェブ・ページは、通常、遠隔サーバに記録され、提示装置にネットワークを経由
してダウンロードされる必要がある。ユーザが所望情報ユニット群を一旦編集すると、該
装置は、該ユニットが実際に履歴ナビゲーション手段を操作することによって提示がリク
エストされたか否かにかかわらず、該ユニットのダウンロードを直ちに開始する。これは
、該情報ユニットがそれらが実際にリクエストされた時に容易に使用可能であるという利
点を有する。
【００１０】
本発明は、パソコン、ＴＶ、セットトップ・ボックス、携帯電話、若しくは、インターネ
ット接続を有するパーソナル・ディジタル・アシスタントなどのウェブ可能な装置若しく
はインターネット端末に対して特に適する。しかし、本発明は、ローカルに記録された情
報ユニットにアクセスするためにも等しく良好に適用され得る。
【００１１】
本発明のこれらの及び他の態様は、以下に非限定的な例として説明される実施形態を参照
して、明らかにされる。
【００１２】
（実施形態）
図１は、本発明に係る装置の一実施形態としてパソコンの図を示す。パソコン１０１は、
例えばモデム若しくはブロードバンド・ケーブル接続によって、遠隔インターネット・サ
ーバ１０２に接続される。パソコン１０１は、提示エリア１０３と、マウスによって制御
されるカーソル１０６によって操作され得る戻るボタン１０４及び進むボタン１０５を特
に有するツールバーと、を有するウェブ・ブラウザを実行し得る。選択されたウェブ・ペ
ージのコンテントは、提示エリア１０３に提示され、提示されたウェブ・ページに含まれ
るリンクは、カーソル１０６でそれらをクリックすることによって追跡され得る。ウェブ
・ブラウザは、提示されたウェブ・ブラウザへのリファレンスの履歴リストを保持する。
このリストは、戻るボタン１０４及び進むボタン１０５によって閲覧され得る。
【００１３】
　図２は、パソコン１０１上で実行されるウェブ・ブラウザ２０１のより詳細な概要を示
す。ウェブ・ブラウザ２０１は、履歴手段２０２と、編集手段２０３と、ブックマーク手
段２０４と、提示手段２０５と、取り出し手段２０６とを有する。履歴手段２０２は、更
に、戻る手段２０７と、前進手段２０８と、直接選択手段２０９とを有する。戻る手段２
０７及び前進手段２０８は、それぞれ戻るボタン１０４及び進むボタン１０５に接続され
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、それぞれ戻るボタン１０４及び進むボタン１０５によって作動される。ウェブ・ブラウ
ザ２０１は、ユーザが特にブックマーク手段２０４によってウェブ・ページを選択するこ
とを可能にする。ユーザは、前に定義されたブックマークのリストからブックマークを選
択し、それによって取り出し手段２０６に該選択されたブックマークによって参照される
ウェブ・ページを取り出させることができる。取り出し手段２０６は、リクエストされた
ページを遠隔サーバ１０２からダウンロードするか、或いは、該ページが既にローカルで
使用可能であれば、それを内部記録媒体から取り出す。該取り出しが完了すると、該ペー
ジは提示手段２０５によって提示される。ブックマークは、更に、以下に説明するように
、編集された複数のリファレンス群に関連し得る。
【００１４】
　ウェブ・ページは、更に、従前に提示された若しくは以下に説明するようにユーザによ
って編集された群に含まれるウェブ・ページへのリファレンスのリストを保持する履歴手
段２０５によっても選択され得る。履歴リストにおけるリファレンスは、それらが該履歴
リストに含まれた時刻に従って並べられる。戻る手段２０７及び前進手段２０８の操作に
よって、履歴リスト内の現在位置がそれぞれ後方及び前方にシフトされる。現在位置にお
けるリファレンスによって参照されるウェブ・ページは、取り出し手段２０６及び提示手
段２０５によって、それぞれ取り出され、提示される。直接選択手段２０９は、例えば表
示された履歴リスト提示をクリックすることによって、ユーザが履歴リスト内の現在位置
を直接設定し、関連するウェブ・ページを提示させることを可能にする。
【００１５】
図３は、本発明に係る群の編集前の履歴リストを概略的に示す。履歴リストは、現在、ウ
ェブ・ページＡ、Ｂ、Ｃ、及びＤへのリファレンスを有する。ページＤへのリファレンス
が最も最近含まれた。現在位置は、現在、リファレンスＣに位置している。これは、例え
ばページＤの選択後に戻るボタンを一度押した結果である。ページＣは、現在、表示され
ている。進むボタンを押すと、ページＤが提示されると共に、進むボタンが非稼動状態と
させられ、履歴リストの終わりに到達したことが示される。
【００１６】
編集手段２０３は、ユーザが、依然として提示されるべきウェブ・ページへのリファレン
ス群を編集することを可能にする。これは、ページＸ、Ｙ、及びＺへのリファレンス群の
編集を生じさせ得るキャリッジ・リターンによって終了される、例えば文字列「Ｘ；Ｙ；
Ｚ」などの区切り文字によって分離された複数のウェブ・アドレスを文字で入力すること
によって、実現され得る。別の方法として、該群は、複数のブックマークを一度に選択す
ることによって編集されてもよい。例えば、ページＸ、Ｙ、及びＺがブックマークとして
定義されたとすると、表示されたブックマーク・リストからそれらを同時に選択し、キャ
リッジ・リターン若しくはＯＫボタンによって承認すると、同じ編集群が生じる。更に、
これら及び他の方法の混合も適用され得る。任意的に、ユーザは、指定されたリファレン
スの順序がそれらの提示のデフォルト順となるべきか否かを指定し得る。リファレンス群
の編集後、リファレンスは、最も最近記録されたリファレンスの次に、（あれば）ユーザ
によって指定された順に、履歴リストに付加される。その後、新しく記録されたリファレ
ンスによって参照されるウェブ・ページが、取り出し手段２０６によって取り出される。
ユーザ指定順による第一番目のもの、又は、択一的に、最初に完全に取り出されたもの、
が提示手段２０５によって提示される。他のページの例示は、進む手段２０８を反復的に
操作することによって実現され得る。この方法で表示されたページは、戻る手段２０７若
しくは直接選択手段２０９を操作することによって、再びリクエストされ得る。よって、
編集手段２０３によって履歴リスト内に含められたリファレンスは、履歴リストの通常の
要素として処理される。
【００１７】
単一のブックマークに加えて、編集された群に関連するブックマークも定義され得る。こ
のようなブックマークを選択すると、該群のリファレンスが上記述べたように履歴リスト
内へ含められる。
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【００１８】
図４は、図３に示した状況から開始した、ウェブ・ページＸ、Ｙ、及びＺへのリファレン
ス群の編集の結果を示す。前記ページへのリファレンスは、同じ順序で履歴リスト内に含
められ、現在位置はページＸへのリファレンスへ変更される。よって、新しい状況におい
て、ページＸは表示され、戻るボタンを押すことによって、現在位置はページＤを表示さ
せるページＤへのリファレンスへ戻るようにシフトされる。図４の状況で進むボタンを押
すと、ページＹが初めて表示され、進むボタンを再度押すと、ページＺが初めて表示され
る。図４の状況を表す、表示された履歴リストからそのリファレンスを直接的に選択する
ことによってもすべてのページを表示させることができる。
【００１９】
図５は、図４の状況において追加的ページＥを選択した結果を示す。ページＥは、例えば
、ページＸに含まれるリンクをクリックすることによって、又は、新しいウェブ・アドレ
スを明確に入力することによって、又は、ブックマークを選択することによって、選択さ
れ得る。この新たに含まれたページＥへのリファレンスは、編集された群Ｘ、Ｙ、Ｚのリ
ファレンス間の接続を破壊するが、ページＹ及びＺへのリファレンスは、少なくともそれ
らが一度は提示されるまで履歴リストから除去されない。単一のページの複数選択若しく
は新しい郡の編集のいずれかによって、単一の追加的リファレンスＥの代わりに、複数の
追加的リファレンスが原シーケンスＸ、Ｙ、Ｚに割り込み得る。
【００２０】
　まとめると、本発明は、情報ユニットを提示する装置に関する。該装置は、提示された
情報ユニットに対するリファレンスを履歴リストに記録する履歴手段を有する。該履歴手
段は、履歴リストにおける現在位置を変え、現在位置におけるリファレンスによって参照
された情報ユニットを提示するユーザ操作が可能なナビゲーション手段を有する。該装置
は、更に、所望の情報ユニットに対するリファレンス群をユーザ操作が可能なように編集
し、ユーザの前記ナビゲーション手段の操作に対する反応として、編集された群によって
参照された情報ユニットを提示するために前記群のリファレンスを該履歴リストに記録す
る編集手段を有する。
【００２１】
本発明は、特定の具体的実施形態を参照して説明されたが、本発明の概念の範囲内で変形
及び修正が可能である。このように、例えば、本発明に係る群の編集は、関連する情報ユ
ニットをダウンロードさせ、それらのそれぞれを、該ユニットは取り出され、例えば戻る
ボタンなどの履歴ナビゲーション手段によってアクセスされ得ることを示すために短い時
間提示させることも可能である。この方法において、編集された群のリファレンスは、更
に、間接的な方法として、特に短い時間関連する情報ユニットを提示することによって、
履歴リストに含まれる。
【００２２】
本発明は、複数の別個の要素を有するハードウェアによって、及び、適切にプログラムさ
れたコンピュータによって、実施され得る。ウェブ・ブラウザなどのソフトウェア成分は
、提示装置のオペレーティング・システムに埋め込まれ得る、又は含まれ得る。複数の手
段を列挙する装置クレームにおいて、これらの複数の手段はハードウェアの同じ一アイテ
ムによって実現され得る。
【００２３】
「有する」という語は、クレームに挙げられたもの以外の要素若しくは工程の存在を排除
しない。「コンピュータ・プログラム」は、フロッピィ・ディスクなどのコンピュータ可
読媒体上に記録された、又は、インターネットなどのネットワークを経由してダウンロー
ド可能な、又は、他の方法で市場性のある、あらゆるソフトウェア製品を意味すると理解
されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る装置の一実施形態としてパソコンを示す図である。
【図２】　本発明に係るコンピュータ・プログラム製品を示す図である。
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【図３】　本発明に係る群の編集前の履歴リストを概略的に示す図である。
【図４】　本発明に係る群の編集後の履歴リストを概略的に示す図である。
【図５】　本発明に係る群の編集後の履歴リスト及び後続の追加的情報ユニットの選択を
概略的に示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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